
 

 

栗山町地域おこし協力隊 

「くりやまちょうＰＲ隊 地域ベンチャースタートアップメンバー」 

募集要項 

  

１ 募集人員          

栗山町地域ベンチャースタートアップメンバー 

・ふるさと納税担当 １名 

・カフェ＆バー運営およびゲストハウス立ち上げ担当 ２名 

合計３名 

  

２ 業務概要          

現在、栗山町地域おこし協力隊「くりやまちょうＰＲ隊」一期生が地域密着型カフェ＆バー、

宿泊滞在施設、ふるさと納税業務を軸とした地域ベンチャーの立ち上げに取り組んでいま

す。今回は、そのベンチャー企業で一緒に活動していただける方を募集します。 

スタートアップメンバーは、現協力隊員、栗山町職員、町民、関係団体等と連携しながら次

の活動を行います。  

 

 地域密着型カフェ＆バー（２０１９年４月オープン予定） 

・カフェ＆バー立ち上げ（店舗設立、メニュー開発等） 

・カフェ＆バー運営（調理、接客、メニュー開発等） 

 

 町のコンシェルジュとなるゲストハウス（２０２０年４月オープン予定） 

・ゲストハウス立ち上げ（デザイン、リノベーション等） 

・ゲストハウス運営（接客、客室清掃等） 

 

 ふるさと納税 

・事業者への取材活動や情報の発信 

・イベントの企画、運営 

・寄附受付、返礼品出荷管理等事務作業 

 

上記業務のほか、「くりやまちょうＰＲ隊」の活動目的である栗山町の知名度向上と交流人

口拡大に向けた、観光や移住・特産品紹介など町全体の PR 活動も行います。 

スタートアップにつき、数多くの業務に同時並行で取り組める意思のある方をお待ちして

います。 

 

 



 

 

３ 募集要件          

①３大都市圏の都市地域又は地方都市（条件不利地域は除く）にお住まいの方（住民票を有

する方）で、採用後、栗山町に住民票と生活の拠点を移すことができる方。 

②概ね２０歳以上４０歳以下の方。 

③普通自動車免許（AT限定可）を有しており、日常の運転に支障のない方。 

④パソコン（ワード、エクセル、パワーポイントなど）が使える方。 

⑤住民等とコミュニケーションを図り、地域を元気にするために意欲的かつ積極的に行動

できる方。 

⑥活動期間終了後、地域おこし協力隊「くりやまちょうＰＲ隊」一期生が立ち上げる会社（地

域密着型カフェ＆バーの運営、町のコンシェルジュとなるゲストハウスの運営、栗山町ふ

るさと納税業務等）に入社する意欲のある方。もしくは、地域で起業する意欲のある方。 

⑦地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当しない方  

⑧募集概要に該当するスキル（調理、DIY、デザイン制作等）をお持ちの方は歓迎します。

なお、経験等無くてもやる気があれば歓迎します。 

 

４ 待遇等          

・任用形態  

栗山町地域おこし協力隊設置要綱に基づき栗山町長が委嘱します。 

（地方公務員法第３条第３項第３号の特別職非常勤職員）  

・委嘱期間 

【ふるさと納税担当】 

2018 年４月１日から 2019 年３月３１日まで。 

【カフェ＆バー運営およびゲストハウス立ち上げ担当】 

2018 年７月１日から 2019 年３月３１日まで。 

※２年目以降、活動評価により年度単位での更新の可能性があります。 

※最長で 2021年３月３１日までとします。  

・報酬 

月額２１０，０００円（支度金・住宅手当・寒冷手当含む） 

※上記金額より税、社会保険料等の自己負担分が差し引かれます。 

・待遇、福利厚生  

健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び公務災害補償の適用並びに年次有給休暇制度があ

ります。 

活動に必要なパソコン及び車両（共用）は町が用意します。  

住居は町内で各自住宅を借り上げていただきます。  

住居に係る光熱水費等は、本人の負担とします。  

 



 

 

・勤務日数・時間等  

・勤務時間 8：30～17：15（休憩１時間）  

・週休日および休日は土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日および、

12 月 31 日から翌年の 1 月 5 日までの日とします。  

・夜間、休日等の勤務には、振替休日とします。 

以上を基本としますが、カフェ＆バー、ゲストハウスの営業状況によっては上記の限り

ではありません。 

・兼業  

活動に支障をきたさない範囲において、事前承認を得た上で兼業を認めるものとします。 

 

５ 応募手続き          

①応募期間 平成３０年 1 月１８日（木）～平成 30 年 2月 15 日（木）必着 

       郵送または持ち込みで受け付けます。提出書類は返却しません。 

②応募書類 ・「くりやまちょうＰＲ隊 地域ベンチャースタートアップメンバー」応募用紙 

      ・下記①～④のいずれかを添付してください。全て書式は自由です。 

       ①レポート「栗山町のふるさと納税をさらに推進していくためには、どの 

ような取り組みを行っていけばいいか。栗山町の返礼品や現状に即した

形で書いてください。（800 文字程度）」 

       ②レポート「あなたが栗山町に根差した飲食店や宿泊施設を開業すると 

した際に、どのようなお店にしていきたいですか。（800 文字程度）」 

       ③販促 POPの作成「栗山町は毎年、代々木公園の北海道産直フェアに出 

展しています。その際に、栗山町の事を知らない人でも食べたくなる、買

いたくなるような販促 POPを作成してください（ブースに掲示用、特産

品はメロン、お米、コロッケのいずれかから選択。）」 

       ④メニューの提案「オープン予定のカフェ＆バーで提供する目玉となるよ

うなメニューを考案してください。ネーミング、材料、レシピ、売価が分

かるように書いてください。」 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

６ 選考           

（１） 栗山町が実施する 「くりやまちょうＰＲ隊 地域ベンチャースタートアップメンバ

ー募集説明会」への参加（面談） 

①平成 30 年 1 月 27日（土）「北海道で会社起こさナイト」＠しごとバー 

②平成 30 年 1 月 28日（日）「個別相談会」会場未定（東京都内） 

②平成 30 年 2 月 2日（金）「北海道で会社起こさナイト」＠しごとバー 

③平成 30 年 2 月 3日（土）「個別相談会」会場未定（東京都内） 

※最低 1 回イベントまたは相談会へ参加することを応募の必須条件とします。  

※都合により上記イベント、相談会に参加できない場合はご相談ください。 

別途、オンライン等で説明を行います。 

（２）一次選考（書類） 

提出された応募用紙とレポート等で書類選考を行い、平成 30 年 2 月 23 日までに

応募者全員に文書で通知します。 

（３）二次選考…現地面接 

   書類選考合格者に対し、栗山町で面接を行います。 

※面接に係る費用は自己負担です。日時は個別に対応予定です。 

（４）最終結果 

   面接の 1週間後を目安に合否を文書で通知します。 

 

７ 採用日          

・ふるさと納税担当 平成 30 年４月１日予定 

・カフェ＆バー運営およびゲストハウス立ち上げ担当 平成 30 年７月１日予定 

※着任スケジュールに関しては、柔軟に対応しますのでご相談ください。 

  

８ 申し込み・問い合わせ        

〒069-1512 北海道夕張郡栗山町松風 3 丁目 252 番地  

栗山町経営企画課地域政策グループ（担当：原田） 

TEL 0123-73-7502  

FAX 0123-72-3179  

E-mail tiikiseisaku-g@town.kuriyama.hokkaido.jp  

 

※募集内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 

※本募集は、地域おこし協力隊の制度を用いて募集、採用を行うものです。 


